
令和３年度第１回江別市男女共同参画審議会　資料３

パートナーシップ制度導入自治体の要綱の内容例

自治体名称 札幌市 鹿沼市（栃木県） 三田市（兵庫県） 富田林市（大阪府） 鴻巣市（埼玉県） 亀岡市（京都府） 生駒市（奈良県） 明石市（兵庫県） 徳島市（徳島県）

人口（R3.1月） 1,961,575 96,277 110,737 109,920 117,995 87,847 118,906 304,328 252,093

制度名
札幌市パートナーシップ
宣誓制度

鹿沼市パートナーシップ
宣誓制度

三田市パートナーシップ
宣誓制度

富田林市パートナーシッ
プ宣誓制度

鴻巣市パートナーシップ
宣誓制度

亀岡市パートナーシップ
宣誓制度

生駒市パートナーシップ
宣誓制度

明石市パートナーシッ
プ・ファミリーシップ制度

徳島市パートナーシップ
宣誓制度
（ファミリーシップ宣誓含む）

施行日 平成29年6月1日 令和元年6月3日 令和元年10月11日 令和2年7月1日 令和2年12月1日 令和3年3月1日 令和3年4月1日 令和3年1月8日 令和2年4月1日
第１条 第１条 第１条 第１条 第１条 第１条 第１条 第１条 第１条

この要綱は、互いの個性や多
様性を認め合い、誰もが生き
がいと誇りを持つことができ
るまちの実現を目指し、性的
マイノリティに係るパートナー
シップの宣誓の取扱いについ
て必要な事項を定めるものと
する。

この要綱は、パートナーシップ
の宣誓の取扱いについて必要
な事項を定めることにより、
人権尊重の社会づくりに関す
る施策の基本方針に定める基
本理念に基づき、全ての市民
の人権が尊重される明るい社
会の実現に寄与することを目
的とする。

この要綱は、多様な生き方や
個性、価値観を認め合い、誰
もが自分らしく生きやすい社
会の実現をめざし、性的マイノ
リティに係るパートナーシップ
の宣誓について必要な事項を
定めるものとする。

この要綱は、富田林市人権尊
重のまちづくり条例（平成１３
年富田林市条例第１８号）の趣
旨に基づき、一人ひとりの多
様性を認め合い、誰もが自分
らしく暮らすことができるま
ちの実現に向けた取組の一助
として、性的マイノリティで
パートナーシップ関係にある
旨の宣誓（以下「パートナー
シップの宣誓」という。）の証
明に関し必要な事項を定める
ものとする。

この告示は、誰もがその人権
を尊重され、多様性を認め合
いながら、共に生きる社会の
実現を目指すため、パート
ナーシップにある２ 人がその
自由な意思により行うパート
ナーシップの宣誓の取扱いに
ついて、必要な事項を定める
ものとする。

この要綱は、Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ Ｑ ＋
がその人権を尊重され、自己
実現を通じて生きがいを感じ
られる、平等で公正な誰もが
生きやすい社会の実現に向け
て、パートナーシップの宣誓に
ついて必要な事項を定めるも
のとする。

この要綱は、市民一人ひとり
が自分らしく生きることがで
き、多様性を認め合い、つな
がり、個人が尊重される共生
社会の実現を目指し、性的マ
イノリティに係るパートナー
シップ宣誓制度の実施に関し
必要な事項を定めるものとす
る。

この要綱は、すべての市民が、
ＳＯＧＩＥにかかわらず、自分自
身を大切にし、自分らしく生
き、互いを認め合える「ありの
ままがあたりまえのまち」の実
現を目指し、パートナーシッ
プ・ファミリーシップの届出に
係る取扱いについて必要な事
項を定めるものとする。

この要綱は、徳島市人権条例
の理念に基づき、互いに人権
を尊重し、多様性を認め合う
社会を目指すため、パート
ナーシップの宣誓の取扱いに
ついて必要な事項を定めるも
のとする。

第２条 第２条 第２条 第２条 第２条 第２条 第２条 第２条 第２条
「性的マイノリティ」
「パートナーシップ」
「宣誓」

パートナーシップ
宣誓

パートナーシップ
宣誓

性的マイノリティ
パートナーシップ

パートナーシップ
宣誓

Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ Ｑ ＋
「パートナーシップ関係」

「性的マイノリティ」
「パートナーシップ」
「宣誓」

ＳＯＧＩＥ
パートナーシップ・ファミリー
シップ

パートナーシップ
宣誓

第３条 第３条 第３条 第４条 第３条 第３条 第３条 第３条 第３条
(1)双方が２０歳以上
(2)双方が市内在住、一方が
市内在住で他方が転入予定、
双方が転入予定
(3)双方に配偶者がいない及
び宣誓者以外とパートナー
シップ関係にないこと

(1)双方が２０歳以上
(2)双方が市内在住（同一住
所）、一方が市内在住で他方
が当該住所へ転入予定、双方
が転入予定（同一住所）
(3)双方に配偶者（事実婚、同
様の関係を含む）がいない
(5)宣誓者相手以外とパート
ナーシップがない
(6)近親者でない
(7)養子縁組をしていない

(1)成人
(2)本市域内に住所がある
（転入予定含む）
(3)配偶者がいない且つ宣誓
者以外とパートナーシップ宣
誓または登録がない
(4)民法により婚姻すること
ができない者同士でない

(1)両当事者が成人
(2)少なくともいずれか一方
が市内に住所がある（転入予
定含む）
(3ともに婚姻しておらず、か
つ、当該関係以外とパート
ナーシップ関係にないこと
(4)民法により婚姻すること
ができない者同士でない

(1)成年
(2)市内に住所がある（一方
が市内に住所を有し他方が転
入予定含む）
(3)先生希望者同志が同居ま
たは同居予定
(4)配偶者がいない
(5)宣誓者相手以外とパート
ナーシップがない
(6)近親者でないこと

(1)民法で定める成年
(2)ｱ　市内に住所がある。
　　ｲ　一方が市内に住所を有
しかつ１月以内に他方が転入
予定

(1)民法で定める成年
(2)ｱ双方市内に住所がある。
ｲ一方が市内に住所を有しか
つ１月以内に他方が転入予
定。ｳ双方が市内に転入予定
(3)配偶者（事実婚、同様の関
係を含む）がいない及び宣誓
者以外パートナーシップ関係
にない。
(5)近親者（民法により婚姻す
ることができない）でない

(1)民法で定める成年
(2)いずれかが本市に住所が
ある（転入予定含む）
(3)ともに配偶者がいない
（事実婚同様の関係を含む）
(4)ともに宣誓者相手以外と
パートナーシップ関係がない
(5)近親者でないこと

(1)成年
(2)本市に住所がある（転入
予定含む）
(3)配偶者がいない且つ宣誓
者以外とパートナーシップ宣
誓または登録がない
(4)近親者でないこと

第４条 第４条 第４条 第５条 第４条 第４条 第４条 第４条 第４条
宣誓方法
1宣誓しようとするものが
揃って市職員の面前で宣誓書
に自ら記入し市長に提出
2住民票及び独身を証明する
書類
3宣誓日時を事前に調整
4市民文化局男女共同参画室
にて受領
5宣誓書に自ら署名できない
場合は本人立ち合いのもと他
者が代書

1宣誓しようとする者が宣誓
書を市長に書類を添えて提出
①住民票の写し②マイナン
バーカード、運転免許証③戸
籍謄本（全部）、婚姻要件具備
証明書④その他市長が必要と
認める書類
2本人確認
3転入予定の場合転入予定日
から１４日以内に転入証明書
または住民票を提出
4書類が提出できない場合は
市長に申し出る

1宣誓しようとする者が宣誓
書を市長に書類を添えて提出
①住民票の写し（転入予定の
場合は事実が確認できるも
の）②全部事項証明書③宣誓
しようとする者の本人確認資
料の写し④その他市長が必要
と認める書類
2宣誓書には自ら署名。でき
ないと市長が認めるときはこ
の限りではない。

1宣誓書に所定事項類を自署
し、次の書類を添付し市長に
提出。1①住民票の写または
住民票記載事項証明書②共に
市内に住所がない場合は少な
くともいずれか一方が転入を
予定していることが分かる書
類③婚姻していないことを証
明する書類
2一方又は双方が宣誓書に自
署することができない場合
は、職員・当事者立ち合いの上
で当事者以外に代筆させるこ
とができる
3次のいずれか提示①マイナ
ンバーカード②旅券③運転免
許証③官公署が発行した免許
証、許可証または登録証明で
本人の顔写真が添付されたも
の④その他市長が必要と認め
る書類
4通称を使用できる

1あらかじめ宣誓する日を市
長に申し出、市職員の面前で
宣誓書に自ら記入し書類を添
えて提出。自ら記入ができな
いと市長が認める場合は代筆
させることができる。
①住民票の写し（転入）予定の
場合はその事実が分かる書
類）②婚姻していないことを
証明する書類
2前項但書は７条８条も同様
3市長が認めたときは通称名
をしようできる
4いずれかを提示し本人確認
①マイナンバーカード②旅券
③運転免許証④官公署が発行
した免許証、許可証または登
録証明で本人の顔写真が添付
されたもの⑤その他市長が適
当と認める書類
5宣誓は市長が指定する場所
で行う

1二者が所定の事項を自署し
た宣誓書に書類を添付し市長
に提出①住民票の写し、住民
票記載事項証明書又は戸籍の
附票の写し②婚姻していない
ことを証明する書類③市内へ
の転入予定を証明する書類④
双方の顔写真データ（宣誓書
受領証に顔写真添付希望の場
合）
2一方又は双方が自署できな
いと認めるときは市職員立ち
合いのもと代筆させることが
できる。
3本人確認のためにいずれか
を提示①個人番号カード②旅
券③運転免許証④官公署が発
行した免許証、許可証または
登録証明で本人の顔写真が添
付されたもの
4市長は宣誓日時を事前に調
整する

1宣誓書と確認書に所定事項
を自ら記入し書類添付し持参
のうえ市長に提出①住民票の
写し、住民票記載事項証明書
又は戸籍の附票の写し②婚姻
していないことを証明する書
類③市内への転入予定を証明
する書類④その他市長が必要
と認める書類
2市長が必要ないと認めたと
きは一部を省略できる
3一方又は双方が自署できな
いと認めるときは市職員及び
当事者双方の立合いのもと代
筆させることができる。

1市長が定める届出書に書類
を添えて提出①住民票の写
し、その他現住所を証明する
書類（転入予定の場合は事実
を確認できる書類）②個人番
号カード、運転免許証、その
他、官公署が発行した免許証、
許可証または登録証明で本人
の顔写真が添付されたもの③
戸籍抄本または戸籍全部事項
証明書、婚姻要件具備証明書
その他配偶者がいないことを
証する書類④その他市長が必
要と認めるもの

1宣誓書に自ら記入し書類を
添えて市長に提出。市長が認
めるときは代筆させることが
できる①住民票の写し②戸籍
抄本、独身証明書、婚姻要件
具備証明書その他の婚姻して
いないことを証明する書類③
市内への転入予定を証明する
書類④その他市長が必要と認
める書類
2市長は本人と確認するため
書類のいずれか提示を求める
①個人番号カード②旅券③運
転免許証④官公署が発行した
免許証、許可証または登録証
明で本人の顔写真が添付され
たもの④市長が適当と認める
書類

第５条 第４条２項 第４条１項３号 第５条３項 第４条４項 第４条３項 第５条 第４条１項２号 第４条２項
①個人番号カード②旅券③運
転免許証④官公署が発行した
免許証、許可証または登録証
明で本人の顔写真が添付され
たものを提示

戸籍法の第２７条の２第１項の
規定の例による

（再掲）本人確認資料の写しを
提出

（再掲）次のいずれか提示①マ
イナンバーカード②旅券③運
転免許証③官公署が発行した
免許証、許可証または登録証
明で本人の顔写真が添付され
たもの

（再掲）いずれかを提示し本人
確認①マイナンバーカード②
旅券③運転免許証④官公署が
発行した免許証、許可証また
は登録証明で本人の顔写真が
添付されたもの⑤その他市長
が適当と認める書類

（再掲）本人確認のためにいず
れかを提示①個人番号カード
②旅券③運転免許証④官公署
が発行した免許証、許可証ま
たは登録証明で本人の顔写真
が添付されたもの

いずれかの書類の提示
①個人番号カード②旅券③運
転免許証④官公署が発行した
免許証、許可証または登録証
明で本人の顔写真が添付され
たもの
提示できない場合は市長が適
当と認める書類

個人番号カード、運転免許証、
その他、官公署が発行した免
許証、許可証または登録証明
で本人の顔写真が添付された
もの

（再掲）市長は本人と確認する
ため書類のいずれか提示を求
める①個人番号カード②旅券
③運転免許証④官公署が発行
した免許証、許可証または登
録証明で本人の顔写真が添付
されたもの④市長が適当と認
める書類

趣旨
（目的）

定義

宣誓対象者
の要件

宣誓の方法

本人確認

1



令和３年度第１回江別市男女共同参画審議会　資料３

パートナーシップ制度導入自治体の要綱の内容例

自治体名称 札幌市 鹿沼市（栃木県） 三田市（兵庫県） 富田林市（大阪府） 鴻巣市（埼玉県） 亀岡市（京都府） 生駒市（奈良県） 明石市（兵庫県） 徳島市（徳島県）

人口（R3.1月） 1,961,575 96,277 110,737 109,920 117,995 87,847 118,906 304,328 252,093

制度名
札幌市パートナーシップ
宣誓制度

鹿沼市パートナーシップ
宣誓制度

三田市パートナーシップ
宣誓制度

富田林市パートナーシッ
プ宣誓制度

鴻巣市パートナーシップ
宣誓制度

亀岡市パートナーシップ
宣誓制度

生駒市パートナーシップ
宣誓制度

明石市パートナーシッ
プ・ファミリーシップ制度

徳島市パートナーシップ
宣誓制度
（ファミリーシップ宣誓含む）

施行日 平成29年6月1日 令和元年6月3日 令和元年10月11日 令和2年7月1日 令和2年12月1日 令和3年3月1日 令和3年4月1日 令和3年1月8日 令和2年4月1日
第６条 第５条 第６条 第６条 第５条 第５条 第７条 第５条 第６条

宣誓書受領証 宣誓証明書 宣誓書受領証、宣誓書受領証
カード

宣誓書受領証 宣誓証明書、宣誓証明カード 宣誓書受領証 宣誓証明書、宣誓証明カード 届出受理証明書 宣誓書受領証、宣誓書受領証
カード

第７条 第７条 第７条 第６条 第８条 第８条 第７条 第８条
紛失・毀損等 紛失・毀損・汚損等 紛失・毀損等 紛失・毀損・汚損、氏名等の変

更
変更届出、顔写真の変更、紛
失・毀損

紛失・汚損・破損、住所・氏名
等の変更

紛失・汚損・破損、氏名の変
更、子に関する記載の追加

紛失・汚損・破損、改性・改名

第８条 第７条 第９条 第８条 第７条 第９条 第９条 第９条 第９条
①当事者の意思により解消②
一方が死亡③一方又は双方が
市外へ転出

１②パートナーシップの解消③
一方が死亡③要件が満たされ
なくなった時
2宣誓を市長に返還
3届出が本人と確認できない
ときは届け出があったことを
通知
※変更と返還について規定

①宣誓者の意思により解消②
双方が市外へ転出

①宣誓者の意思により解消②
一方が死亡③ともに市内に住
所を有さない④婚姻⑤要件に
該当しないことが発覚

①当事者の意思により解消②
要件に該当しなくなった時③
一方が死亡

①宣誓者の意思により解消②
一方が死亡③双方が市内に住
所を有さない又は婚姻、他と
パートナーシップ関係となっ
た時④要件に該当しないこと
が判明

①宣誓者の意思により解消②
一方が死亡③双方が市内に住
所を有さない又は婚姻、他と
パートナーシップ関係となっ
た時④要件に該当しないこと
が判明

①パートナーシップ等が解消
②双方が市外へ転出④婚姻、
他とパートナーシップ関係と
なった時

①宣誓者の意思により解消②
一方が死亡③一方または双方
が市外へ転出④婚姻、他と
パートナーシップ関係となっ
た時

第９条 第６条 第５条 第５条第４項 第５条４項 第６条 第６条 第１０条 第５条
使用できる 使用できる 使用できる 使用できる 使用できる 使用できる 使用できる 使用できる 使用できる

第６条 第７条
双方又は一方と共に暮らす未
成年の子どもがいる場合で子
との関係性の記載を希望する
ときは子に関する届出書に、
年齢及び同居の事実が関係を
確認できる書類を添えて提出

一方又は双方と共に暮らす未
成年の子どもがいる場合で子
との関係性の記載を希望する
ときは子に関する届出書に、
関係を確認できる書類、年齢
及び同居の事実が確認できる
書類を添えて提出

第７条 第８条 第６条 第７条 第８条 ８条 第８条
①住所、氏名等の変更
※変更と返還について規定

１届出内容に変更 再交付で対応 １届出内容に変更
２顔写真を変更しようとする
とき（前回から５年の経過が
必要）

再交付で対応 １届出内容に変更 再交付で対応

第８条 １０条
①パートナーシップをへ宣誓
する意思がない
②要件を満たしていない

①偽りその他の不正な手段に
より宣誓をうけたとき
②証明書または証明カードを
不正に利用したとき
いずれかに該当が判明したと
きは証明書及び証明カードを
直ちに市長に返還

第１０条 第１１条 第１１条 第１４条
１０年間保存
返還、破棄を希望するときは
廃棄

長期保存 期間を定めず保管 ３０年間保存

第１１条 第１２条 第１０条 第１０条 第１１条 第１３条 第１１条 第１５条 第１１条
要綱に定めるもののほか、必
要な事項は市民文化局長が別
に定める。

１２条要綱に定めるもののほ
か、必要な事項は市長が別に
定める。

要綱に定めるもののほか、必
要な事項は市長が別に定め
る。

（委任）
要綱に施行に関し必要な事項
は市長が別に定める。

（その他）
告示に定めるもののほか、必
要な事項は市長が別に定め
る。

（その他）
要綱に定めるもののほか、必
要な事項は市長が別に定め
る。

（施行の細目）
要綱に定めるもののほか、必
要な事項は市長が別に定め
る。

要綱に定めるもののほか、必
要な事項は市長が別に定め
る。

（その他の事項）
要綱に定めるもののほか、必
要な事項は市長が別に定め
る。

その他

第９条　市の施策
不当な理由により差別をしな
い
第１０条　市民及び事業者への
周知
周知啓発に努める

第３条　一般原則
当事者へ十分配慮する
第９条　庶務
人権政策担当課が行う

第８条　協定市町村との相互
利用
相互利用を締結している市町
村間での利用
第９条　事務の所管
総務部やさしさ支援課におい
て行う
１０条　施策の推進に当たって
の配慮
プライバシーに十分配慮

第１０条　情報の管理
個人情報の保護
第１２条　本市施策の推進に当
たっての配慮
当事者に十分ｊ配慮

第１１条　個人情報の取扱い
第１２条　市の施策推進
ＳＯＧＥＩにかかわらず安心し
て、ありのまま暮らすことので
きる町の実現を目指した施策
を行う
第１３条　市民及び事業者への
周知
社会活動の中で最大限に尊重
され公平かつ適切場対応が行
われるよう制度の周知に努め
る。

宣誓書の保存

補則

内容の変更

受領証・証明書
の交付

取消・無効

子に関する記載

受領証の再交付

受領証の返還

通称名の使用
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